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「県民しあわせプラン“戦略計画”」の政策・事業体系

◎参考：「県民しあわせプラン」（2004年3月策定）
「県民しあわせプラン」は、おおむね１０年先を見すえた三重県の方向を示す新しい総合計画で
あり、基本理念である「みえけん愛を育む“しあわせ創造県”」を県民と行政が協働で築くための
長期的な道筋を示すものです。
また、この「県民しあわせプラン」を的確に進行管理するための中期実施計画として、「県民しあ
わせプラン“戦略計画”」を策定しており、2004年～2006年度を「第1次戦略計画」、2007年～2010
年度を「第2次戦略計画」と位置づけています。

◎参考：「県民しあわせプラン“戦略計画”」の政策・事業体系
「県民しあわせプラン」では、基本理念に基づくめざすべき社会を実現するための「政策展開の
基本方向（五つの柱）」を設定しています。
「県民しあわせプラン“戦略計画”」の政策・事業体系は、この「政策展開の基本方向（五つの
柱）」のもとに、県の仕事を目的と手段の関係で整理したものです。

〔政策展開の基本方向（五つの柱）〕

Ⅰ一人ひとりの思いを支える社会環境の創造と人づくり
【伊賀保健福祉事務所が関係する事業がないため省略】

〔政策展開の基本方向（五つの柱）〕

Ⅱ安心を支える雇用・就業環境づくりと元気な産業づくり
【伊賀保健福祉事務所が関係する事業がないため省略】

〔政策展開の基本方向（五つの柱）〕

Ⅲ安全なくらしの確保と安心できる生活環境の創造
【伊賀保健福祉事務所が関係する部分を抜粋】

〔政策〕 〔施策〕 〔関係基本事業〕 〔頁〕

11１災害に強い県土づく １防災対策の推進 31106災害時医療体制の整
りの推進 備・被災者対策の推進

12２安全な生活の確保 ４食の安全とくらしの 32401食の安全・安心の確保
衛生の確保

1632402生活衛生営業の衛生
水準の確保

1732403医薬品等の安全確保

2032404薬物乱用防止対策の
充実

2132405人と動物との共生環境
づくりの推進

22５感染症対策の推進 32502感染症予防および治療
体制の充実



28３健やかなくらしを育む １健康づくりの推進 33101健康づくり活動の推進
ささえあい社会の構築

2933102食環境の整備

3233103こころの健康づくりの推
進

34２子育て環境の整備 33201保育･放課後児童対策
等の充実

3533203母子保健対策の推進

37３地域とともに進める 33301地域福祉活動の推進
福祉社会づくり

39４安心を支える医療・ １医療体制の整備 34101患者本位の医療の推
福祉の推進 進

4034103救急・へき地医療体制
の整備

4134105骨髄バンク､臓器移植
等の推進

4234106難病患者等の支援

4834107医療分野の人材確保

49３高齢者保健福祉の 34301介護保険制度の円滑
推進 な運営

5134302介護基盤の整備促進と
サービスの質の向上

5234303在宅生活支援体制の
充実

54４障がい者保健福祉 34401障害者自立支援法制
推進 度の円滑な推進の

5834404精神障がい者の保健
医療の確保

〔政策展開の基本方向（五つの柱）〕

Ⅳ持続可能な循環型社会の創造
【伊賀保健福祉事務所が関係する事業がないため省略】

〔政策展開の基本方向（五つの柱）〕

Ⅴ人と地域の絆づくりと魅力あふれるふるさと創造
【伊賀保健福祉事務所が関係する事業がないため省略】
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１ 管内概況
 

伊賀保健福祉事務所組織及び所掌事務

《企画福祉課４名》 課長 池澤 雅信

・庶務、予算経理
・防災危機管理
・人口動態
・広聴広報
・免許事務

伊賀保健福祉事務所長 ・各種計画
兼伊賀保健所長 ・介護保険、高齢者保健福祉

佐甲 隆 ・障がい者自立支援

《健康増進課 6名》 課長 印南 京子

・栄養改善
・医務業務
・健康づくり
・結核、感染症対策
・救急医療
・予防接種
・エイズ対策

《地域保健課 6名》 課長 橋本 晴美

・難病対策
・精神保健福祉
・母子保健福祉
・心の健康づくり
・原爆被爆者対策
・臓器移植、肝疾患対策
・自立支援医療制度
・アスベスト相談・救済受付窓口
・献血、骨髄バンク

《衛生指導課 5名》 課長 米川 徹

・食品衛生
・薬事
・狂犬病予防、動物の愛護及び管理
・理容、美容、クリーニング等生活衛生営業

（１） 伊賀保健福祉事務所の概要（平成2１年度体制）

保健衛生室長
山内 桂子
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イ 管内の概況

（ア） 位置・面積・気候

（イ） 人口

（ウ） 交通
道路網については、東西幹線として名阪国道（亀山市～天理市）、国道25号（四日市市～大阪

市）、国道163号（大阪市～津市）、国道165号（大阪市～津市）、南北幹線として、国道368号（伊
賀市～多気町）、国道422号（大津市～紀北町）の主要幹線があり、また伊賀の各地区を環状に
結ぶ伊賀コリドールロードの整備が進められています。

交通機関は、鉄道として東西に、北部のＪＲ関西線、南部の近鉄大阪線が、南北にこの両者を
結ぶ伊賀鉄道が通じています。また北東部にはＪＲ草津線が通っています。

このうち、近鉄大阪線については、関西圏の通勤の動脈として利便性が高くなっています。 ま
たＪＲ関西線は、名古屋市と大阪市を最短ルートで結ぶ主要幹線鉄道であるものの単線・非電化
であることから、輸送力の増大と利便性の向上が強く望まれています。

伊賀地方の気候は、その位置と地形から内陸盆地特有の気候です。気温は年平均14℃前後
で、県内でも比較的低く、寒冷地には当たりませんが、夏と冬や朝と夕の気温差が大きい内陸性
気候の特徴を見せています。また、年間降水量は1,400mm程度と少なく、地形的な要因から夏期
の雷及び春秋の霧の発生が多いところです。

伊賀地域の人口は、平成20年10月1日現在180,141人であり、県の総人口に占める割合は約1
割です。

昭和40年頃までは、高度成長期における県外流出が続き、各市町村とも減少していましたが、
その後徐々に増加し、昭和55年以降の管内人口の増加率は県全体の増加率を大幅に上回る状
況が続き、特に名張市と旧青山町においては、昭和55年以降の人口の増加が顕著です。これ
は、伊賀南部の近鉄大阪線沿線の住宅開発等に起因するものです。 しかしながら、伊賀地域の
人口は平成12年をピークに僅かずつではありますが減少傾向に転じています。

また、管内の65歳以上の老年人口は、平成20年10月現在で43,210人で、総人口に占める割合
は、24.0％に達し、全県の老年人口の比率23.1％を上回っています。

平成16年11月1日に上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山田村、青山町の6市町村が合併
し、「伊賀市」が誕生したことにより、管内は名張市との２市体制となっています。

伊賀地域は、三重県の西北部、関西圏と中部圏のほぼ中央に位置するとともに、北は滋賀県、
西は京都府、奈良県に接しており、古くから経済・文化ともに関西圏の影響を強く受けている地域
です。

また、当地域は内陸盆地で、中央に上野盆地、南に名張盆地があり、東の鈴鹿、布引山系、西
の笠置山系、南の室生火山群、北の信楽高原と標高500～800mの山々に囲まれ、総面積は
687.93k㎡で、県土の約12％にあたります。

山地が約62％（421.37k㎡）を占めますが、盆地内は標高130～160mで、柘植川、服部川、木津
川、名張川が流れ、伊賀市街、名張市街などを潤し、その全てが木津川に集まり、さらに淀川と
なって大阪湾に注いでいます。
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（オ） 管内市町村の人口構成(概数）

年少人口
(0～14

歳)

生産年齢
人口(15～

64歳)

老年人
口(65歳
以上)

0～5歳 6～11歳
12～14

歳
15～17

歳
計

管内 180,141 23,665 113,193 43,210 8,838 9,598 5,229 5,647 29,312

伊賀市 99,208 12,758 60,128 26,316 4,832 5,131 2,795 2,990 15,748

名張市 80,933 10,907 53,065 16,894 4,006 4,467 2,434 2,657 13,564

三重県 1,869,669 259,987 1,176,215 431,147 97,567 107,495 54,925 55,298 315,285

年少人口
（0～14

歳）

生産年齢
人口（15
～64歳）

老年人口
（65歳以

上）

年少人
口指数

老年人口
指数

従属人
口指数

老年化
指数

管内 13.1 62.8 24.0 20.9 38.2 59.1 182.6

伊賀市 12.9 60.6 26.5 21.2 43.8 65.0 206.3

名張市 13.5 65.6 20.9 20.6 31.8 52.4 154.9

三重県 13.9 62.9 23.1 22.1 36.7 58.8 165.8

市名 総人口

年齢区分別人口

年齢構成指数年齢区分別割合

※年齢不詳者が存在するため、必ずしも合計数と一致しない。

従属人口指数＝
年少人口+老年人口

×100

生産年齢人口

年少人口指数＝

老年人口指数＝
老年人口（65歳以上）

生産年齢人口

年少人口（0～14歳）
生産年齢人口（15～64歳）

×100

×100

（平成19年10月1日現在）

（平成19年10月1日現在）

少年人口（18歳未満人口）

管内人口の年齢構成は高齢化が進んでおり、老年人口割合は23.4%となっている。伊賀市では26.2%と
三重県の値を上回っているが、名張市は20.0%と下回っている。

管内の年少人口指数については三重県の値を下回っているが、老年人口指数、老年化指数について
はいずれも三重県の値を上回っている。

×100老年化指数＝
老年人口
年少人口
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平成19年1月1日～12月31日

総数 自然 人工 総数
妊娠満22
週以後の

死産

早期新生
児死亡

全国 1,434 29,313 13,107 16,206 4,906 3,854 1,052 719,822 254,832 △18,516

三重県 26 363 172 191 70 54 16 9,919 3,377 △1,425

管内 3 34 15 19 7 6 1 874 358 △419

伊賀市 2 19 9 10 5 4 1 483 186 △356

名張市 1 15 6 9 2 2 - 391 172 △63

全国 1.3 26.2 11.7 14.5 4.5 3.5 1.0 5.7 2.0 △0.1 1.34

三重県 1.7 22.6 10.7 11.9 4.4 3.4 1.0 5.4 1.8 △0.8 1.37

管内 2.2 23.8 10.5 13.3 5.0 4.3 0.7 4.8 2.0 △2.3 1.32

伊賀市 2.5 23.1 11.0 12.2 6.2 5.0 1.2 4.8 1.9 △3.6 1.46

名張市 1.7 24.7 9.9 14.8 3.4 3.4 - 4.8 2.1 △0.8 1.17

率の算出方法
出生千

対

（ア）  出生 

（イ）  死亡

（ウ）  乳児死亡

（エ）  死産

（オ）  周産期死亡

（カ）  婚姻と離婚

（キ）  自然増加

（ク） 合計特殊出生率

母の年齢別出生数
 年齢別女子人口

管内の出生数は前年より7人減少し、出生率は7.7であった。市別 にみると、伊賀市・名張市とも県の値8.4を下回っ
ている。

管内の死亡数は1,813人で前年より44人増加し、死亡率は10.1で前年を0.3ポイント上回っている。市別にみると、名
張市は県の値を下回っているが、伊賀市は県の値を2.4ポイント上回っている。

49

 Σ
年令15

合計特殊出生率＝

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する
指標として重視されている。管内の乳児死亡数は前年より1名増加した4名であったが、新生児死亡数は前年と同数
の3名であった。

管内の合計特殊出生率は1.32で昨年より0.09ポイント上回っている。伊賀市は1.46で昨年を0.09ポイント上回り、名
張市は1.17で昨年を0.05ポイント下回っている。

管内の死産数は前年と同数の34名であった。

人工死産率は13.3で三重県の値を1.4ポイント上回っているが、自然死産率は10.5で三重県の値を0.2ポイント下回っ
ている。

母体の健康状態に強く影響される指標である。周産期死亡数は前年より2名増加し、周産期死亡率は5.0で昨年の
値を1.4ポイント上回っている。

婚姻件数は874件で前年より11件増加した。婚姻率は4.8で三重県の値と比較すると0.6ポイント低くなっている。
離婚件数は358件で前年より1件減少した。離婚率は2.0で三重県の値と比較すると0.2ポイント高くなっている。

管内の自然増加率は－2.3で三重県の値－0.8を1.5ポイント下回っている。

△は減を示す。
  新生児死亡は生後４週未満の死亡。
  早期新生児死亡は生後１週未満の死亡。

死産は妊娠１２週以後の死児の出産。
  自然増加は出生数－死亡数。

婚姻 離婚
新生児
死亡（再

掲）

自然増
加

死産 周産期死亡

実
数

率

合計特
殊出生

率

（出産）千対 出生千対 人口千対

各市(県・全国)






